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保健医療情報分野の標準規格として認めるべき規格について

今般「保健医政情報標準化会議」において、「厚生労働省において保健医療'1I'i
報分野の株主l主規格として認めるべき規格についてJ(平成 22年 1月 25日保健医

療'1I'f i:'I~標準化会議)が提言されたことを受け、以生労働省における保健医療情
報分野の標準規絡(以下「以生労働省標準規格j としづ。)について別紙のとお

り定めることとしたので、 iJ土J[，故におかれでも、御了知の上、関係者に周知方を

おJJj演し、する。

また、 j半生労働省における|去航機関を対宗とした医療'li'l報の交倹・共有によ

る医療の買の向上を目的としたり平生労働省'i[j;子的情報交換推進'作業Jや経済

産業省における複数の'1'8報処即ニ事業者1M]で、開発されたシステムの相互運用の推

進・普及を図ることを目的とした「医療情報システムにおける相互運用性の実

証事業」の成果の活用についても約極的に検討されるものであること。

なお、事業者向けには経済産業省に別途周知を依頼しているので申し添える。



(別紙)

保健医療情報分野の標準規格として認めるべき規格について

厚生労働省標準規格

厚生労働省標準規格は以下の規格等とする。

~ HSOOl医薬品 HOTコードマスター

~ HS005 ICD 10対応標準病名マスター

~ HS007患者診療情報提供書及び電子診療データ提供書

提供)

HS008診療情報提供書(電子紹介状)

HS009IHE統合フoロファイル「可搬型医用画像」およびその運用指針

HSOI0保健医療情報ー医療波形フォーマットー第 92001部符号化規則

HSOll医療におけるデジタル画像と通信 (DICOM)

HS012 JAHIS臨床検査データ交換規約

(患者への情報
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※標準規格の称は、医療情報標準化指針(医療'['，'1報標準化推進協議会)における名称を

使用。

※規格の詳細については、医療情報標準化推進協議会のホームベージを参照すること。

http://helics.umi九 ac.jp/ 

厚生労働省標準規格について

医療機関等における医療情報システムの構築・更新に際して、厚生労働省標

準規格の実装は、情報が必要時に利用可能であることを確保する観点から有用

であり、地域医療連携や医療安全に資するものである。また、医療機関等にお

いて医療情報システムの標準化や相互運用性を確保していく上で必須で、ある。

このため、今後厚生労働省において実施する医療情報システムに関する各種

施策や補助事業等においては、厚生労働省襟準規格の実装を踏まえたものとす

るO

なお、厚生労働省標準規格については、医療機関等に対し、その実装を何ら

強制するものではないが、実装によるメリットを十分考慮することを求めるも

のである。

医療機関等に求められている標準化、相互運用性確保については「医療情報

システムの安全管理に関するガイドライン第 4.1版」第 5章を参照すること。
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の提言

厚生労働省襟準規格の更新について

厚生労働省標準規格については、今後「保健医療情報標準化会議J

等を踏まえ、適宜更新していくものである。
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